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1 サンポート高松地区のプロムナード化の方針

【県立アリーナ周辺道路】
・車道４車線を２車線に縮小して
歩行者空間を拡大

・歩行者空間は多目的利用できる
空間として整備

・路上駐停車の抑制

【高松駅北側道路】
・車道４車線を歩行者空間化
・多目的利用できる空間として整備
・当面の間、土日祝日の午前9時～午後9時は
車両通行止め

・災害時や緊急時には関係車両が通行できる
運用

地図出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図に追記）

2

 歩行者優先のまち・にぎわいのあるまちづくりに向け、道路を居心地がよく歩きたくなる
空間とするプロムナード化の取組みを進めたいと考えています。

 その第一歩として、県立アリーナなどの整備が進むサンポート高松地区で、車道の一部を
歩行者空間化し、イベントなどもできるよう、道路空間を再編整備することで、地区全体
のにぎわいづくりにつなげます。

 サンポート高松地区のプロムナード化の方針は下図のとおりです。

⇒ 運用開始後、効果や影響などを調査して結果を公表するとともに、継続的に工夫や
改善に取り組みます。



2-1 県立アリーナ周辺道路 プロムナード化の整備イメージ
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 県立アリーナや海辺空間と調和を図るデザインとし、イベント時には多目的に利用できる
歩行者空間を創出します。

※図はイメージであり、実際の整備とは異なる場合があります。



2-2 県立アリーナ周辺道路 道路空間の再編整備
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 車道４車線を２車線に縮小して歩行者空間を拡大
 歩行者空間は多目的利用できる空間として整備
 路上駐停車の抑制
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3-1 高松駅北側道路 プロムナード化の整備イメージ
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■土日祝日の午前９時～午後９時のイメージ

 居心地がよく滞在したくなるような落ち着いたデザインとし、ＪＲ高松駅前広場から
県立アリーナまでが一体となった歩行者空間を創出します。

※図はイメージであり、実際の整備とは異なる場合があります。
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 車道４車線を歩行者空間化
 多目的利用できる空間として整備
 当面の間、土日祝日の午前9時～午後9時は車両通行止め
 災害時や緊急時には関係車両が通行できる運用
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3-2 高松駅北側道路 道路空間の再編整備
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多目的広場

合同庁舎 シンボルタワー

高松港旅客
ターミナルビル

タカマツオルネ
ＪＲ高松駅

バスターミナル

県立アリーナ

4-1 工事範囲、工事期間

：県立アリーナ周辺道路
工事範囲

：高松駅北側道路工事範囲

凡例

工期 ：令和6年8月19日
～令和7年2月21日

（工事範囲は路面標示の変更箇所を含みます）

：工事情報表示板

（予定）

施工 ：土木工事 ４社
植栽工事 ２社
標識工事 １社

（R6.8.20時点）
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4-2 工事に伴う車線変更（県立アリーナ周辺道路）
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：外側車線

：内側車線

凡例

：工事箇所
KBM1 H=2.966m

切下げ
切下げ

屋根ﾗｲﾝ

ﾃﾗｽ

規制予定時期：令和6年９月中旬～
・中央分離帯の撤去工事
・外側車線を対面通行とし、内側（アリーナ側）車線を工事

県立アリーナ

：歩道通行止
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4-3 工事に伴う車線変更（高松駅北側道路）
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：北側車線

：南側車線

凡例規制予定時期：令和6年9月中旬～11月下旬
・南北の各１車線の通行（中央車線部の工事）

：工事箇所
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規制予定時期：令和6年12月上旬以降～
・中央部を対面通行（南北車線部の工事）

合同庁舎 シンボルタワー

タカマツオルネ
ＪＲ高松駅

合同庁舎 シンボルタワー

タカマツオルネ
ＪＲ高松駅



4-4 工事情報の周知
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工事に伴う通行形態の変更時期や通行規制情報などの工事情報については、県のホームページ

や現場周辺に設置する工事情報表示板などで適宜お知らせいたします。

【工事情報表示板】【県ホームページ】

「高松中心市街地におけるプロムナード化の

検討について」に掲載予定

（URL）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/toshikei/

toshikeikaku/takamatsupromenade.html

（設置予定箇所）

：工事情報表示板



4-5 問合せ窓口
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香川県 高松土木事務所 都市港湾課

電話番号 （０８７）８８９－８９０３

メール takamatsudoboku@pref.kagawa.lg.jp

プロムナード化や工事に関することについては、

次の連絡先にお問い合わせください。

【工事に関すること】

【プロムナード化に関すること】

香川県 土木部 都市計画課 サンポート高松整備・運営推進グループ

電話番号 （０８７）８３２－３８６６

メール toshikei@pref.kagawa.lg.jp

・電話によるお問合せ時間：8：30～17：15（土日、祝日を除く）
※時間外に頂いたご連絡につきましては、返答にお時間を頂く場合がございます。


